
 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社門前クリーンパークに対する産業廃棄物処理施設設置許可について 

 

 

 株式会社門前クリーンパークに対し、平成２９年１１月２８日付けで、廃

棄物の処理及び清掃に関する法律第１５条第１項の規定により、下記のとお

り、産業廃棄物処理施設設置許可証を交付する。 

 

記 

 

 １ 許可証の手交日時 

    平成２９年１１月２８日（火）１６時～ 

 

 ２ 許可証の手交場所 

    石川県庁行政庁舎１４階 １４０６会議室 

 

 ３ 申請者 

    石川県輪島市門前町剱地ロ１番地 

    株式会社門前クリーンパーク（代表取締役 三本
みつもと

 守
まもる

） 

 

 

平成 29 年 11 月 28 日 

生活環境部廃棄物対策課 

担当者 道下 博之 

内線：4240 

外線：076-225-1470 

解禁日時 

 許可証手交日時である平成２９年１１月２８日（火）１６時以降に報道

願います。 


